
JP 4046840 B2 2008.2.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホッパー底板６０に開設した繰出口から繰出される肥料を、そのホッパー底板６０の下
方に配設せるスピンナー２により振り出し、そのスピンナー２を囲うケーシング５に設け
た散布口から吐出せしめて散布する肥料散布装置ｂを、走行自在とした機体ａに装架した
肥料散布機Ａにおいて、ホッパー底板６０には、右側散布用の繰出口６３と左側散布用の
繰出口６４とを、左右に一対に開設し、ホッパー底板６０の下面側には、スピンナー２の
回転軸Ｓ中心に回動する切換シャッター８を設け、それのシャッタープレート８ａには、
前記ホッパー底板６０に設けた左右に一対の繰出口６３・６４のそれぞれに対応する左右
の連通口８３・８４を、前記回転軸Ｓ中心の仮想円弧に沿う長穴状に形成して該シャッタ
ープレート８ａの前後の一半側に偏る部位にそれぞれ開設し、かつ、該シャッタープレー
ト８ａには、そのプレート８ａを回転軸Ｓ中心に回動させて、そのプレート８ａに設けた
左右に一対の連通口８３・８４の、前記ホッパー底板６０に設けた左右の連通口８３・８
４に対する連通状態を順次切換える操作レバー８を設け、前記スピンナー２を囲うケーシ
ング５は平箱状に形成して機体ａに組付け支架し、そのケーシング５の左右の両側に右側
散布用の散布口５０と左側散布用の散布口５１とを開設し、それら散布口５０・５１に開
閉作動するシャッター９をそれぞれ設け、それらシャッター９には、各別に開閉させる作
動アーム９１をそれぞれ設けた肥料散布機において、スピンナーを囲うケーシングの左右
の両側にそれぞれ装設する右側散布用の散布口と左側散布用の散布口には、それぞれ開閉
自在のシャッターを設け、それらシャッターを、切換シャッターの回動により右側散布の
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状態とと左側散布の状態とを選択する作動に連動して、選択した散布方向と反対側の散布
口のシャッターが閉となるように、切換シャッターと連繋機構を介し連繋したことを特徴
とする肥料散布機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主として、山間地の果樹園に対する施肥作業に用いる肥料散布機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
山間地の果樹園においては、その作業条件から農作業の機械化が遅れていたが、近年、Ｓ
Ｓ（スピードスプレーヤ）の普及とともに、そのＳＳを走行させるためのＳＳ道が山間地
にも造成されてきて、この造成されたＳＳ道の利用により他の農業機械の導入が可能とな
ってきたことから、これまで手作業にたよっていた山間地の果樹園の施肥作業も、肥料散
布機を用いての機械化・省力化が可能となってきている。
【０００３】
この山間の傾斜地に造成されたＳＳ道を利用して導入し得る肥料散布機Ａには、肥料散布
装置を、トラクタ等の牽引車に連結牽引せしめて走行させながら肥料を散布していく被牽
引型のもの、トラックの荷台に肥料散布装置を搭載し、トラックを走行させながら肥料散
布装置から肥料を散布していく搭載型のもの、自走して走行する機体に肥料散布装置を組
付け装架して機体を自走により走行させながら肥料を散布する自走型のものとがある。
【０００４】
そして、これら肥料散布機Ａには、図１および図２に示す如く、肥料ホッパー１の底部の
繰出穴から繰出される粒状・砂状・粉状の肥料を、回転するスピンナー２の上面に受けて
、そのスピンナー２の回転により、遠心力で肥料を機体の後方に機体進行方向に対し略１
０メートル前後の散布巾で放出し散布する、いわゆるブローとキャスターと呼ばれる形態
のものと、図３および図４に示す如く、肥料ホッパー１の下部に設けられた繰出オーガー
３の回転により、肥料ホッパー１の底板に開設した繰出穴から肥料が落下し、機体の巾に
対応する散布巾で散布されていく、ライムソーワ型と呼ばれる形態のものとがある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
山間地の果樹園に造成したＳＳ道に肥料散布機Ａを走行させてそのＳＳ道から肥料を散布
する際、肥料は図５にあるようＳＳ道Ｗの側方に散布する必要があり、かつ、その散布方
向を、谷に向う側とする必要がある。散布方向を山に向う側とすると、散布する肥料が、
ＳＳ道Ｗを切り拡いて造成したときに山側に形成された崖の壁面に衝突するようになって
、果樹に対する施肥を不能にするからである。
【０００６】
使用する肥料散布機Ａは、ライムソーワ型のものにあっては、肥料を繰出口から落下させ
て機体の巾に散布していくことから、肥料をＳＳ道Ｗにしか散布していけないことになる
ので、ＳＳ道Ｗを用いて行なう肥料の散布作業には適応しない。
【０００７】
また、ブロードキャスタ型のものにあっては、肥料を機体の後方に平面視で扇形状に散布
していくことから、これまた、図６にあるように、肥料の大半をＳＳ道Ｗの上に散布する
ことになり、効率が悪く肥料のムダが発生し、ひいては環境汚染につながる。
【０００８】
このブロードキャスタ型の肥料散布機Ａは、それの機体に組付け装架する肥料散布装置を
、それの散布口からの肥料の散布方向が、機体の側方に向うよう、機体に対して横向きに
装架しておいて、散布を行なうようにすれば、ＳＳ道Ｗからの側方散布は可能となる。
【０００９】
しかし、このようにすると、機体の進行方向に対し片側のみしか散布できないため、ＳＳ
道Ｗが蛇行している場合に、図７および図８にあるように、機体の進行方向が、方角に対
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して逆転して、散布方向が山の側に向うようになったとき、散布が不能となる。また、Ｓ
Ｓ道Ｗが一定の方角に連続するように造成されていても、往路と復路とでは、散布方向が
、山側と谷側とに変換することから、ＳＳ道Ｗでの往復作業ができない問題がでてくる。
【００１０】
本発明は、上述の、ＳＳ道を利用してそこに肥料散布機を走行させて山間地の果樹園の果
樹に対する肥料の散布作業を行なうようにする際に生じてくる問題を解消せしめるために
なされたものであって、肥料ホッパーから繰出される肥料をスピンナーにより遠心力で振
り出して散布口から散布するブロードキャスタ型の肥料散布装置を、それの散布口が、機
体の進行方向の左右の両側にそれぞれ装備された形態に構成して機体に装架しておくとと
もに、その左右の散布口からの肥料の散布が、一方の散布口を所望に選択して行なえるよ
うにすることで、図９および図１０にあるように蛇行するＳＳ道Ｗからの側方散布を可能
とし、かつ、左右同時にも図１１にあるように散布し得るようにしながら、肥料ホッパー
からスピンナーに対して繰出される肥料の流れに乱れを生ぜしめないで、左右の片側散布
および図１１の如く左右同時の両側散布の各態様の切換えが行なえるようにする新たな手
段を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　そして、本発明においては、上述の目的を達成するための手段として、ホッパー底板６
０に開設した繰出口から繰出される肥料を、そのホッパー底板６０の下方に配設せるスピ
ンナー２により振り出し、そのスピンナー２を囲うケーシング５に設けた散布口から吐出
せしめて散布する肥料散布装置ｂを、走行自在とした機体ａに装架した肥料散布機Ａにお
いて、ホッパー底板６０には、右側散布用の繰出口６３と左側散布用の繰出口６４とを、
左右に一対に開設し、ホッパー底板６０の下面側には、スピンナー２の回転軸Ｓ中心に回
動する切換シャッター８を設け、それのシャッタープレート８ａには、前記ホッパー底板
６０に設けた左右に一対の繰出口６３・６４のそれぞれに対応する左右の連通口８３・８
４を、前記回転軸Ｓ中心の仮想円弧に沿う長穴状に形成して該シャッタープレート８ａの
前後の一半側に偏る部位にそれぞれ開設し、かつ、該シャッタープレート８ａには、その
プレート８ａを回転軸Ｓ中心に回動させて、そのプレート８ａに設けた左右に一対の連通
口８３・８４の、前記ホッパー底板６０に設けた左右の連通口８３・８４に対する連通状
態を順次切換える操作レバー８を設け、前記スピンナー２を囲うケーシング５は平箱状に
形成して機体ａに組付け支架し、そのケーシング５の左右の両側に右側散布用の散布口５
０と左側散布用の散布口５１とを開設し、それら散布口５０・５１に開閉作動するシャッ
ター９をそれぞれ設け、それらシャッター９には、各別に開閉させる作動アーム９１をそ
れぞれ設けた肥料散布機において、スピンナーを囲うケーシングの左右の両側にそれぞれ
装設する右側散布用の散布口と左側散布用の散布口には、それぞれ開閉自在のシャッター
を設け、それらシャッターを、切換シャッターの回動により右側散布の状態とと左側散布
の状態とを選択する作動に連動して、選択した散布方向と反対側の散布口のシャッターが
閉となるように、切換シャッターと連繋機構を介し連繋したことを特徴とする肥料散布機
を提起するものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明手段による肥料散布機は、トラクタに連結牽引させる被牽引型または自走して走行
する自走型、またはトラックの荷台に搭載する搭載型の各態様に構成する機体に、ブロー
ドキャスタ型の肥料散布装置を、それの肥料ホッパーの繰出口から繰出されてスピンナー
により振り出される肥料の散布口が、機体の進行方向の左右の両側にそれぞれ装備された
構成として装架する。
【００１３】
そして、肥料ホッパーの底板に開設する肥料の繰出口は、右側散布用の繰出口と左側散布
用の繰出口との二つに分け、肥料ホッパーの下方に配設するスピンナーの回転軸の軸心線
を基準として左右に一対に対称するように配位してそれぞれ肥料ホッパーの底板に開設す
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るようにする。
【００１４】
また、これら左右に一対の繰出口の下面側に配設する切換シャッターは、前述のスピンナ
ーの回転軸を中心として自在に回動する円板状のシャッタープレートに形成して、それに
、前記左右に一対の繰出口にそれぞれ対応させる連通口を、該プレートの機体の進行にお
ける前半側の部位に、それぞれ該プレートの回動方向に沿う長穴状に開設し、かつ、これ
に、前記回転軸を中心とする回動作動を行なわす操作レバーを装設し、そのレバーによる
回動で、肥料ホッパーの底板の左側に開設してある右側散布用の繰出口が開放し、同時に
、前記底板の右側に開設してある左側散布用の繰出口が閉塞して、肥料を右側に散布して
いく状態と、逆に、肥料ホッパーの底板の右側に開設してある左側散布用の繰出口が開放
し、同時に前記底板の左側に開設してある右側散布用の繰出口が閉塞して、肥料を左側に
散布していく状態とに、交互に切換わるようにし、さらに、左側散布用の繰出口と右側散
布用の繰出口との両者が開放して肥料を左右の両側に散布する状態と、その両者が閉塞し
て肥料の散布を停止する状態とに、順次切換わっていくようにする。
【００１５】
繰出口からの肥料の繰出量の調節は、この切換シャッターの回動量の調節によっても行な
い得るが、この切換シャッターと肥料ホッパーの底板との間に、前述の肥料ホッパーの底
板に開設した右側散布用の繰出口および左側散布用の繰出口とにそれぞれ重合していく調
節口を左右に一対に開設した開度調節板を、前述のスピンナーの回転軸中心に自在に回動
するように設けて、この開度調節板を回動操作することにより肥料の繰出量を調節するよ
うにする場合がある。
【００１６】
しかして、肥料ホッパーの底板に開設した繰出口の下方に、スピンナーおよびそれを囲う
ケーシングを装設し、そのケーシングの左右の両側部に、右側散布用の散布口と左側散布
用の散布口とをそれぞれ装設する。
【００１７】
そして、これら散布口には、それぞれシャッターを開閉自在に装設し、また、散布口から
吐出する肥料の吐出方向を上方または下方に誘導するデフレクターを上下の傾斜角度の調
節を自在に装設しておくようにする。
【００１８】
【実施例】
次に実施例を図面に従い詳述する。なお、図面符号は、従来手段のものと同効の構成部材
については同一の符号を用いるものとする。
【００１９】
図１２は、自走型に構成した本発明による肥料散布機Ａの側面図で、同図において、ａは
自走して走行する機体、ｂはその機体ａに組付け装架したブロードキャスタ型の肥料散布
装置を示す。
【００２０】
機体ａは、エンジンＥ１の作動により駆動されるクローラｃにより走行して、その機体ａ
に設けた荷台ｄに荷を積載して運搬する運搬車であるが、それの運転操作を、機体ａの後
方（図において右方）に立って運転者が行なう歩行型に構成してある。機体ａは、図１３
に示しているように、トラックを用い、それの荷台ｄ上に肥料散布装置ｂを搭載するよう
にする場合がある。
【００２１】
肥料散布装置ｂは、図１４に示している如く、ベースとなる機体フレーム４と、それの上
面に組付け装架したエンジンＥ２およびミッションＭの駆動機構とケーシング５およびホ
ッパー６等からなり、それのケーシング５内には、前記ミッションＭの上面に直立するよ
う設けた回転軸Ｓに図１５の如く組付けた円板状のスピンナー２が配設される。
【００２２】
ホッパー６は、前記機体フレーム４に設けた組付機枠４０にホッパー底板６０を支架し、
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そのホッパー底板６０に形成した円形の窪部６１内に、漏斗状に形成した該ホッパー６の
下端の嵌合部６ａを嵌合して止着することで機体フレーム４上に装設してある。
【００２３】
ホッパー底板６０には、それの窪部６１の中央部位に、図１９に示している如く透孔６２
が開口し、ここに前述のミッションＭから直立する回転軸Ｓの上端側が回転自在に嵌合し
ている（図１６）。
【００２４】
また、円形の窪部６１の前記透孔６２の左右の両側部位には、二つの肥料の繰出口６３・
６４が左右に対称するように配位して開設される。これら繰出口６３・６４は、左側に位
置する繰出口６３が右側散布用で右側に位置する繰出口６４が左側散布用となる。
【００２５】
図１９において、７は前記ホッパー底板６０の下面側に配設する開度調節板で、前記ホッ
パー底板６０の下面に重合する円板状に形成してあり、それの中心部位には、前述の回転
軸Ｓに回転自在に嵌合する透孔７０が開設され、その透孔７０の左右の両側部位には、前
記ホッパー底板６０に設けた右側散布用の繰出口６３および左側散布用の繰出口６４に対
してそれぞれ重合していく調節口７１・７２が左右に一対に対称するように開設してある
。
【００２６】
そして、前述の透孔７０をスピンナー２の回転軸Ｓに嵌合して、周縁部に一体または一体
的に装設したレバー７３の操作でこの開度調節板７を前記回転軸Ｓ中心に所望の角度量回
転させることで、前述のホッパー底板６０に開設した繰出口６３・６４の各開度を調節す
るようになる。
【００２７】
図１９において、８は、ホッパー底板６０に左右に一対に開設した繰出口６３・６４を、
それらのうちの右側散布用の繰出口６３だけが開放する状態と左側散布用の繰出口６４だ
けが開放する状態とに切換える切換シャッターで、それの主体部は、前記ホッパー底板６
０の下面に重合するシャッタープレート８ａに形成してあるが、そのシャッタープレート
８ａは左右の一側が半円状で左右の他側が前端側と後端側とに角状の突起部８０・８１を
具備する形状に形成してある。そして、それの中央部位には、前記回転軸Ｓに回転自在に
嵌合する透孔８２が開設され、それの左右の両側には、前記ホッパー底板６０に開設した
繰出口６３・６４に対応する連通口８３・８４が開設されるが、その連通口８３・８４は
、図２０に示しているように、シャッタープレート８ａの前半側において、それぞれ回転
軸Ｓを中心とする仮想円弧に沿う弧状の長穴に形成してあって、シャッタープレート８ａ
の後半側を盲板にしてある。
【００２８】
これにより、シャッタープレート８ａの半円状をなす側に設けた操作レバー８５の操作に
より回転軸Ｓ中心に所定の角度量回動させることで、図２０にあるように、右側散布用の
繰出口６３を開放して左側散布用の繰出口６４を閉塞する右側散布の状態と、図２１にあ
るように左側散布用の繰出口６４を開放して右側散布用の繰出口６３を閉塞する左側散布
の状態と、図２２にあるように右側散布用の繰出口６３と左側散布用の繰出口６４との両
方を開放して左右両側に散布する状態とに切換わるようにしてある。
【００２９】
スピンナー２を収蔵するケーシング５は、平箱状に形成してあって、それの左右の両端部
に、スピンナー２から振り出される肥料を吐出せしめる散布口５０・５１を具備するが、
図２３にあるように、右側の散布口５０を具備する右半側５ａと左側の散布口５１を具備
する左半側５ｂとに２分してあって、それらを突き合わせて、係合穴５２と係止片５３と
からなる係止金具５４と、係合鐶５５とそれに係合するフック５６とそのフック５６をレ
バー５７の死点越えする回動により緊締位置に動かす緊締錠５８とによって、一体的に連
結するようにしてある。
【００３０】
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そして、このケーシング５は、上述の右半側５ａおよび左半側５ｂの各上面にそれぞれ設
けた吊金具５９ａ・５９ｂを、前述のホッパー底板６０のフランジ部６０ａ・６０ｂの下
面側に、ボルト等により組付けることで、機体フレーム４に対し着脱自在に装架せしめて
あって、これにより、前述の係止金具５４と緊締錠５８との係合を解放して、吊金具５９
ａ・５９ｂによる係着を外すことで、取り外されてスピンナー２が図１８にあるようにそ
っくり露出する状態となり、このスピンナー２のメンテナンスが楽に行なえるようにして
ある。
【００３１】
図２３において、９・９は、前記ケーシング５の右側散布用の散布口５０および左側散布
用の散布口５１のそれぞれに設けるシャッターで、上縁側に一体的に連結した支点軸９０
・９０中心に自在に回動して散布口５０・５１を開閉するようにケーシング５に軸支して
ある。
【００３２】
そして、これらシャッター９・９のそれぞれの支点軸９０・９０には、それらの一端側に
それらを回転させる作動アーム９１・９１が設けられ、それらにケーシング５の上面の前
部および後部にそれぞれ支軸９２・９２中心として左右に自在に回動するよう軸支した回
動アーム９３・９３がロッド９４・９４を介し連繋してあって、その回動アーム９３・９
３の回動作動で支点軸９０・９０が回転することにより、これらシャッター９・９が開閉
するようにしてあり、かつ、回動アーム９３・９３に連繋するバネ９５・９５の付勢によ
り、常態において開放位置を占めるようにしてある。
【００３３】
９６・９６は、前記回動アーム９３・９３にそれぞれ形成したカム部で、前述の切換シャ
ッター８を回動させたときに、それの左右の一側の前後に設けた角状の突起部８０・８１
に軸支しておくローラーＲ・Ｒと衝合して、これら回動アーム９３・９３を回動させるよ
う作用する。
【００３４】
即ち、切換シャッター８を平面視において時計回わりに回動させて左側散布用の繰出口６
４を開放させると、前方の角状の突起部８０に設けたローラーＲが図２１にあるように、
前方の回動アーム９３のカム部９６に衝合してその回動アーム９３を回動させて、右側散
布用の散布口５０に設けたシャッター９を閉塞させるようになり、また、逆に、切換シャ
ッター８を反時計回わりに回転させて、図２０にあるように右側散布用の繰出口６３を開
放させると、後方の角状の突起部８１に設けたローラーＲが、後方の回動アーム９３のカ
ム部９６に衝合してその回動アーム９３を回動させ左側散布用の散布口５１に設けたシャ
ッター９を閉塞させるようになって、肥料を左右の片側に散布していくときに、ケーシン
グ５内に落下してくる肥料が、散布方向と反対側の散布口から外部に飛散するのを防止す
るようになる。
【００３５】
図２３において、ｆ・ｆは、ケーシング５の左右の散布口５０・５１に装設するデフレク
タで、上下に回動自在にケーシング５に軸着連結し、かつ、長穴とそれに挿通して締着す
るボルトにより、上下方向の傾斜角度が自在に調節されるようにしてある。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明による肥料散布機は、切換シャッターの操作により、ホッパ
ー底板に左右に一対に設けた繰出口を選択切換えることで、ホッパーからスピンナーに対
して繰出される肥料の流れに乱れを生ぜしめることなく、ケーシンクの左右に設けた右側
散布用の散布口と左側散布用の散布口とを、所望に選択してして肥料の散布方向を切換え
ることができるので、山間地の傾斜果樹園に適した肥料散布ができる。
【００３７】
また、ケーシングに設けた左右の散布口には、切換シャッターの切換作動に連動したシャ
ッターを設けているたことにより、散布方向を指定する切換シャッターの作動で散布方向
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るので散布作業に集中できる。
【００３８】
また、切換シャッターの作動で、左右の散布口からの同時散布も可能となるので、平地の
果樹園では２倍の作業能率で作業することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ブロードキャスタ型の肥料散布機の平面視における説明図である。
【図２】同上肥料散布機の側面視における説明図である。
【図３】ライムソーワ型の肥料散布機の平面視における説明図である。
【図４】同上の側面視における説明図である。
【図５】山間地の果樹園に要求される肥料の散布状態の説明図である。
【図６】山間地の果樹園に造成されたＳＳ道におけるブロードキャスタ型の肥料散布機の
散布状態の説明図である。
【図７】山間地の果樹園に蛇行状に造成されたＳＳ道における側方散布形態としたブロー
ドキャスタ型の肥料散布機の散布状態の説明図である。
【図８】同上状態の正面視における説明図である。
【図９】本発明手段による肥料散布機による散布状態の説明図である。
【図１０】同上肥料散布機の正面視における散布状態の説明図である。
【図１１】同上肥料散布機の両側散布状態の説明図である。
【図１２】本発明による肥料散布機の搭載型の実施例の側面図である。
【図１３】同上の別の実施例の側面図である。
【図１４】同上実施例の肥料散布装置の一部省略した斜視図である。
【図１５】同上装置のスピンナー部の斜視図である。
【図１６】同上装置の要部の縦断面図である。
【図１７】同上装置の要部の平面図である。
【図１８】同上装置の要部のケーシングを取外した状態の正面図である。
【図１９】同上装置のホッパー底板および開度調節板ならびに切換シャッターの斜視図で
ある。
【図２０】同上装置の切換シャッターを右側散布に切換えた状態の説明図である。
【図２１】同上装置の切換シャッターを左側散布に切換えた状態の説明図である。
【図２２】同上装置の切換シャッターを両側散布に切換えた状態の説明図である。
【図２３】同上装置のケーシングの分解斜視図である。
【符号の説明】
Ａ…肥料散布機、Ｅ１・Ｅ２…エンジン、Ｍ…ミッション、Ｒ…ローラー、Ｓ…回転軸、
Ｗ…ＳＳ道、ａ…機体、ｂ…肥料散布装置、ｃ…クローラ、ｄ…荷台、ｆ…デフレクタ、
１…肥料ホッパー、２…スピンナー、３…繰出オーガー、４…機体フレーム、４０…組付
機枠、５…ケーシング、５ａ…右半側、５ｂ…左半側、５０・５１…散布口、５２…係合
穴、５３…係止片、５４…係止金具、５５…係合鐶、５６…フック、５７…レバー、５８
…緊締状、５９ａ・５９ｂ…吊金具、６…ホッパー、６ａ…嵌合部、６０…ホッパー底板
、６０ａ・６０ｂ…フランジ部、６１…窪部、６２…透孔、６３・６４…繰出口、７…開
度調節板、７０…透孔、７１・７２…調節口、７３…レバー、８…切換シャッター、８ａ
…シャッタープレート、８０・８１…突起部、８２…透孔、８３・８４…連通口、８５…
操作レバー、９…シャッター、９０…支点軸、９１…作動アーム、９２…支軸、９３…回
動アーム、９４…ロッド、９５…バネ、９６…カム部。
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